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令和６年第１回みやこ町議会定例会 行政報告及び施政方針 

 

                       令和６年３月４日 

                       みやこ町長 内 田  直 志 

 

本日ここに、令和６年第１回みやこ町議会定例会を招集致しましたところ、議員

の皆様には、公私ともご多用の中、ご参集を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

まずは、元日に発生しました能登半島地震により犠牲となられた方々に謹んでお

悔み申し上げますとともに、被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

発災から２ヶ月が経過しましたが、いまだ多くの方々が避難所生活を余儀なくされ

ています。町では本庁と各支所に募金箱を設置するとともに、人的支援として３月

１２日から２週間、被災地へ職員１名を派遣し支援してまいります。被災地の、一日

も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。 

 

それでは、定例会の開催に当たり、お時間をいただきましたので、私の所信の一端

を申し述べ、議員各位、並びに町民の皆様のご理解とご支援を賜りたいと存じます。 

始めに１２月定例会以降の行政諸般のご報告を申し上げます。 

先ずは、まちづくりグランドデザインについてご報告します。 

２月１日に、第３回まちづくりグランドデザイン検討委員会地区部会、２月５日

に代表者会議を行いました。今後の社会情勢の推測とワークショップや各分野のヒ

アリング等から町の課題を整理し、課題解決へ向けて、みやこ町版コンパクト＋ネ

ットワークの考え方や、３拠点整備の方向性などの協議を行いました。また、２月２

０日には、議員の皆様に対して基本計画（案）の説明会を行い、貴重なご意見をいた

だきました。残すところ僅かな期間でありますが、基本計画策定に向けて作業を進

めてまいります。 

 

次に、自治体ＤＸ推進の取り組みについてご報告します。 

１月１１日に、ＮＥＣネッツエスアイ株式会社とＤＸ推進に関する連携協定を締

結しました。少子高齢化により、自治体においても人手不足が課題となる現代にお

いて、ＤＸを活用した業務の効率化が必須となっています。今後は互いの知的・人的
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資源を活かし、デジタル技術により行政サービスの向上や社会課題の解決を図るこ

とを目的として、ＤＸ推進やＤＸ人材の育成を進めてまいります。 

また、支所機能を充実させるため、マイナンバーカードを利用した証明書自動交

付機を始め、申請書作成支援システムなどの「書かない窓口事業」や、本庁と支所間

での「遠隔窓口システム」を活用したサービスについても４月開始に向け、準備を行

っています。 

 

次に、新型コロナウイルスワクチン接種についてご報告します。 

新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、医療機関での個別接種を３月

末まで行っております。なお、令和３年５月から実施してきました公費負担による

接種は令和５年度をもって終了し、令和６年度以降については、予防接種法上の位

置付けがＢ類疾病に変更され、季節性インフルエンザの予防接種と同様の取り扱い

となります。 

 

次に、公立保育所の民営化についてご報告します。 

２月１日に公立保育所民営化等検討委員会を開催し、公立保育所の民営化の進め

方について、答申をいただきました。 

答申の内容を踏まえ、令和６年度に事業所の公募を行い、令和８年４月からの民

営化へ向け進めてまいります。 

 

次に、みやこ町地域福祉総合計画についてご報告します。 

本計画は、これまでにあった、地域福祉計画をはじめとする高齢者福祉計画、障が

い者計画など福祉に関する１０計画を包含した計画書となっています。 

近年、福祉に関する事柄は、地域の課題の複雑化や多様化により、分野ごとでは対

応が難しくなってきています。そこで、今後は分野を超えてつながり、支え合うまち

づくりが必要と考え、福祉に関する計画を同じ目標・方向性で計画書を策定するこ

とにより、「地域共生社会」の実現を目指すものです。現在は、みやこ町地域福祉総

合計画審議会において内容等を審議しており、３月末までに策定予定です。 

今後は、みやこ町地域福祉総合計画の基本理念でもある「手と手をつなぎ、誰もが

安心して暮らしていくための、福祉のまちづくり」のもと、関係機関・関係各課と連

携を密にとり福祉施策に取り組んでまいります。 
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次に、みやこ町地球温暖化対策計画（区域施策編）についてご報告します。 

地球温暖化防止の取り組みを推進するため、１月１５日にみやこ町地球温暖化対

策計画（区域施策編）を策定しました。この計画は、将来にわたって町民が豊かな自

然の中で、健康で安心して暮らすことができる環境を次世代に引き継ぐことを目的

として策定したものです。ゼロカーボンシティ宣言の目標年である２０５０年まで

に二酸化炭素排出量を実質ゼロにするカーボン・ゼロを達成するための指針となり

ます。町と町民、企業が協力して脱炭素社会を目指します。 

 

次に、愛郷音楽祭についてご報告します。 

１２月１６日、第１５回愛郷音楽祭を４年ぶりに開催しました。町内コーラス団

体の合唱や町内３中学校、育徳館の生徒による演奏やプロのソリストによる演奏が

披露され、サン・グレートみやこのホールに感動の拍手が鳴り響きました。また、今

回は東京藝術大学名誉教授の稲川榮一氏の協力を得て、就学前のお子さんや小学生

も参加できるプログラムを取り入れたことで、より幅広い年齢層に音楽を楽しんで

いただけたと思います。 

 

次に、基金運用についてご報告します。 

１２月議会でご可決いただきました、「みやこ町が設置する基金の運用の特例に関

する条例」及び「みやこ町基金管理運用指針」に基づき、財政調整基金から国債を額

面５億円分購入し、運用を始めました。今回、運用する債券の利率は年利１．３％で

すので、来年度以降は毎年６５０万円の収入が見込まれます。これにより、条例の目

的である、町の振興及び町民の福祉の向上に資する事業の財源として有効に活用し

てまいります。今後も指針にのっとって引き続き計画的運用を進めてまいります。 

 

次に、選挙啓発事業の実施についてご報告します。 

 選挙管理委員会では、昨年に引き続き、将来の有権者である町内３中学校の生徒

２５６名に対し、主権者教育の一環として、１２月の生徒会選挙の実施日に、選挙の

大切さや意義、低調な投票率の現状などを説明し、若年層の投票率向上に向けた選

挙啓発事業を実施しました。 

今後も選挙に関心を持ち、選挙を身近なものと捉えてもらえるよう、鋭意工夫を

凝らしながら選挙啓発事業を実施してまいります。 
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最後に、豊津地区小学校建設事業についてご報告します。 

豊津小学校の新校舎建設につきましては、計画どおり今年度中に完成予定であり、

現在は４月８日の開校に向けて準備を進めております。 

来る３月１６日（土）には豊津小学校、翌日３月１７日（日）には祓郷小学校の閉

校式を行い、新しい豊津小学校の竣工式を４月６日（土）に執り行います。いずれも

既にご案内をお届けしているかと存じますが、議員各位におかれましては、万障お

繰り合わせのうえ、ご出席いただければ幸いでございます。 

 

以上、１２月議会定例会以降の行政運営の一端をご報告いたしました。 

 

続きまして、今後の町政運営に関する基本方針と重要施策等についてご報告申し

上げます。 

先ずは、町組織の機構改革についてです。 

本町は、４月から新しい機構をスタートさせます。この機構改革は、重要施策の企

画立案、推進、管理を行う町長公室の設置、４月から始まるこども家庭センターの取

り組みを始めとした子育て支援についての機能強化、住民サービス向上のための支

所機能の充実が主な柱です。この新たな機構により、持続可能なまち、魅力的なま

ち、そして暮らしやすいまちづくりを進めてまいります。また、脆弱な財政基盤のな

か、事業実施にあたり一般財源だけでなく、国の補助事業を有効に活用することも

必要です。さらには、データをもとにした政策の立案、加えて、政策形成能力の養成

など人材育成は急務です。これらの課題を解決するため、外部から公募する政策調

整監を新たに設置することができるように今議会に提案をさせて頂いております。 

 

次に、まちづくりグランドデザインについてです。 

私の町政運営の考え方としまして、①行財政改革、②暮らしの充実、③選択と集

中、④官民連携を挙げています。まちづくりグランドデザインでは、②暮らしの充

実、③選択と集中、④官民連携の具現化の提示を目的として策定を進めています。 

また、みやこ町が今後目指していくまちとして、「はぐくみ、はぐくまれるまち」

をご提案させていただきました。本基本計画が完成しましたら、皆様にご説明する

機会を設けていきたいと考えています。 

今年度は、基本計画を策定し、令和６年度については実施計画の策定となります。
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実施計画では、基本計画で描いた「まちづくりの実現」に向け、実施していく事業の

ロードマップ等を作成していくとともに、いくつかの先導的な事業に取り組んでい

く予定です。 

 

次に、教育行政についてです。 

学校の再編についてですが、当初、中学校は本町にひとつという方針を掲げてい

ましたが、グランドデザインの検討の中で旧町ごとでの小中一貫校設置等も検討す

べきとの結論に至りましたので併せて検討を進め次年度には方針を決定したいと考

えます。加えて、勝山地区における小学校統合について議論を進めてまいります。 

次に、教育大綱についてですが、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に

より、地方公共団体の長が、地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の策定を義務付けることが定められています。教

育における対話の推進、デジタルサービスとの向き合い方、環境教育など、新しい時

代に対応するため、教育大綱の策定を行います。 

 

次に、自治体ＤＸ推進の取り組みについてです。 

国の「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」に示されている目指すべき

デジタル社会の実現に向け、町では「自治体ＤＸ推進計画」の重点取組事項を優先的

な取り組みとして進めています。 

まず、推進体制についてですが、ＤＸ推進本部を専門的知見から補佐する「ＤＸ推

進アドバイザー」を配置し、より一層の組織体制の強化と、デジタル人材育成を全庁

的な取り組みとして、自治体ＤＸを加速させていきます。また、自治体情報システム

の標準化・共通化については、国が進める令和７年度までのガバメントクラウドを

活用した標準準拠システムへの移行に向けて、データ整備や共通基盤の構築作業を

進めていく予定です。 

次に、デジタル技術を活用した内部事務と効率化の取り組みについてです。 

令和６年度においては、内部事務のＤＸを進めるため、タブレット端末を活用し

たペーパーレス会議システムを導入します。これにより紙で配付していた議案や資

料などをタブレット端末から閲覧することができ、利便性や業務効率の向上につな

げると共に、書類の印刷や配布にかかる手間や経費のコスト削減を図り、情報共有

の円滑化を図ります。 
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次に、マイナンバーカードを活用した取り組みについてです。 

本町では平成３０年６月から、マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスス

トア等に設置されている多機能端末機を介した証明書等の交付サービスを実施して

います。マイナンバーカードの交付率も向上したことから、令和６年４月から本庁、

各支所及び諫山、城井地区の郵便局にも新たに端末機を設置します。また、多くの町

民の皆さんにマイナンバーカードのメリットや利便性を実感していただくため、端

末機を利用した印鑑登録証明書、住民票、戸籍証明等の交付手数料を令和６年度に

限り１００円に減額します。 

今後も、地域課題の解決や、事務の効率化による住民サービスの向上のために、Ｄ

Ｘ推進を進めてまいります。 

 

次に防災行政についてです。 

これまで、大雨など、災害の発生が予測される場合には、総務課内で情報収集や電

話対応などを行い、別室にて幹部職員による情報共有、対応方針の協議を実施して

いました。そのため、その都度、場所の移動や資料の準備が必要となり、効率的では

ないと感じておりました。これらの課題を解消すること、また災害時には、迅速な対

応が求められることから、一元管理を行うことができるよう２階庁議室を、平常時

には会議室や研修室、災害時には防災会議室として活用できる多目的な会議室へ改

修します。また、災害などの危険が迫っているときに、避難所の開設、避難情報など

をお伝えする防災行政無線について、犀川地区については、令和５年度から継続事

業として、機器更新などの再整備を実施しており、令和６年度中に運用を開始しま

す。豊津地区、勝山地区におきましても順次、再整備工事を予定しています。なお、

再整備工事により、電波到達エリアの拡大と屋外拡声子局の高性能化を図り、災害

時において適確で迅速な情報伝達を実現してまいります。 

 

次に、子育て・健康支援についてです。 

昨今の人口減少問題は、深刻になってきています。国においては、令和５年１２月

に閣議決定した「こども未来戦略」において、少子化は、我が国が直面する最大の危

機であるとし、若年人口が急激に減少する２０３０年代に入るまでが、人口減少を

食い止める重要な分岐点としています。そのような認識のもと、令和５年４月から

こども家庭庁を設置し、令和５年１２月には、こども大綱の閣議決定を行い、こども
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まんなか社会の実現に向けた施策を進めています。 

本町においても、２０２４年（令和６年）１月末現在の人口は、１７,９９９人と

合併当時に比べ、約５,０００人減少しており、今後益々、人口が減少していくこと

が予測されています。また、特にこどもの減少も著しく、今年の「令和６年二十歳の

集い」では、１７１人の方が対象でしたが、母子手帳の発行状況からの今年度の出産

予定人数は、６５人となっています。特に今年度は、コロナ禍の影響も考えられます

が、前年度に比べ約２割減少しています。 

このような状況を踏まえ、人口減少問題に取り組くむべく、令和６年４月から全

ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能の一体的相談

支援を行う機関として、こども家庭センターの設置を行います。 

また、子育て支援の一環として、令和６年度から認定こども園及び私立保育所、公

立保育所の０歳から２歳までの保育料の無償化を行い、就学前の児童の保育料につ

いての完全無償化と、３歳以上の児童に対する副食費の無償化を実施します。 

行財政改革を通して財務状況とのバランスを図りながら、子育て支援の町として、

保護者の経済的負担の軽減、子育てしやすい環境づくりを進めてまいります。 

また、本年３月末に向け、みやこ町健康増進計画の策定を進めております。 

国が示す「健康日本２１」の考え方を取り入れ、健康増進計画の策定を行い、住民一

人ひとりが自ら健康を守り、自分らしく健康に生活できるための取り組みを推進し

ていきたいと考えています。 

 

次に、ケアラー支援についてです。 

１２月議会においてご可決いただき、「みやこ町ケアラー支援条例」を制定しまし

た。お世話をする人、介護をする人をケアラーと言いますが、本条例については、そ

のケアラー自身が、援助を受ける人とともに安心して人生を送ることができるよう、

ケアラーを支援するための基本となる事項を定め、ケアラー支援に関する施策を推

進することを目的としております。令和６年４月１日から施行されることから、令

和６年度については、ヤングケアラーやケアラーについて知っていただくとともに、

相談窓口等の周知を行います。また、本町は高齢化率が高いのでまずは高齢者世帯

におけるケアラーの実態調査を進めてまいります。 

 

 次に、地域猫活動等への取り組みについてです。 
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令和６年度から、飼い主のいない猫を捕獲（Ｔｒａｐ）し、不妊手術（Ｎｅｕｔｅ

ｒ）を行い、元の場所に戻す（Ｒｅｔｕｒｎ）、の頭文字をとった「ＴＮＲ活動」に

取り組みます。飼い主のいない猫に対する不妊手術費を町が負担し、将来的には地

域で見守る「地域猫活動」へつながるよう、進めてまいります。 

また、多頭飼育により適切な飼育ができなくなるような事態を避けるため、飼い

猫についても不妊手術の補助金を交付する計画です。飼い猫については屋内飼育を

原則とした適切な飼育について広報し、やむを得ず飼い主がいなくなった猫につい

ては、これ以上の繁殖を防ぐ対策をとってまいります。 

 

次に、空家対策計画についてです。 

 人口減少等に伴い全国的に空き家が増えています。「空家等対策の推進に関する特

別措置法」は令和５年１２月に改正され、令和６年４月からは相続登記も義務化さ

れます。これにより、所有者不明や管理者不明の土地や家屋の削減が期待でき、国も

空家対策を推進しています。 

現在、空き家の利活用については、「空き家バンク」や「空き家等活用型起業支援

事業」等で対応し、適切な管理がなされないまま放置されている空き家や空き地に

ついては「みやこ町空き家及び空き地等の適正管理に関する条例」に基づき、助言・

指導・勧告及び命令を行っています。また、町の広報紙「みやこっちゃ３月号」でも

ご案内のとおり、シルバー人材センターと「空き家等の適正管理に関する協定」を締

結しました。同センターと連携を図りながら空き家の適正管理を進めてまいります。

令和６年度はより一層、総合的な適正管理と利活用の促進、住環境の向上と住民の

安全・安心の確保を目指し、「空家対策計画」の改定を計画しております。 

 

 次に、農業行政についてです。 

令和５年度は地域営農組合、施設園芸農家や小規模農家の皆さんのご意見をお聞

きしながら、専門家にご協力をいただき、みやこ町の「農業ビジョン」を作成してお

ります。これは、生産基盤である農業、地域維持のための農業など様々な視点からの

「農」を検証し、地域農業が抱える課題などの精査を行い、本町が目指す方向性を定

めるものです。今後はそれぞれが抱える課題解決のため、本ビジョンに基づいた施

策を検討し実施計画等を定めながら取り組みを進めてまいります。 

また、地域で多くの農地を管理し、地域農業の担い手である地域営農組合等につ
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いて、後継者問題などで継続が困難な組織が見られることから、令和６年度の集落

営農組織連絡協議会において、地域農地や農業を守っていくためにはどうすべきか、

新たな組織の設立や既存組織の統廃合など様々な方法について検討してまいります。

また、引き続き、国や県の補助事業を有効活用し、農業経営体の基盤強化に努めてま

いります。 

 

次に、林業行政についてです。 

 地球温暖化の防止や国土の保全、水源の涵養など多くの公益的機能を有する森林

を、適切に管理、整備するための財源確保を目的に、平成３１年度「森林環境税及び

森林環境譲与税に関する法律」が成立し、令和６年度から森林環境税の課税が始ま

ります。多くの人が恩恵を享受することのできる森林を健全に維持、整備するため

に、森林環境譲与税を財源に事業を推進するため、「森林ビジョン」を定め計画的に

進めることとしています。また、昨年に続き本年の産業祭でも木育を目的とした子

ども向けの小屋を設置するなど、町内での地域材利用促進について、京都森林組合

とも連携を図りながら木材の供給体制構築等の協議を進めてまいります。 

 

次に、みやこ町地域課題解決支援補助金についてです。 

 地域が抱える問題を住民同士で話し合い、解決に向けて取り組む活動を支援する

ため「みやこ町地域課題解決支援補助金」を新設いたします。小さな取り組みからで

も結構ですので地域の中で企画していただき、皆さんで話し合いを持ちながら活動

していただくことで、地域コミュニティの中に活力と温かい繋がりを生み出してい

ただきたいと思います。 

 

次に、文化交流センター建設事業についてです。 

豊津公民館の老朽化に伴う、文化交流センターの建設事業につきましては、計画

どおり本年度中に実施設計が完了予定です。その後、令和６年度、７年度の２年間で

建築工事となります。令和７年度には豊津公民館解体工事の実施設計を行い、令和

８年度に駐車場をメインとした外構工事の設計、豊津公民館の解体工事を行い、令

和９年度に外構工事を実施し、すべて完成となる計画です。住民の皆さんから愛さ

れる場所となるような施設を目指します。 

また、博物館事業として、今年は小宮豊隆生誕１４０周年ですので、東京都新宿区
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の漱石山房記念館と連携した事業を企画しております。 

 

最後に、学校給食費無償化についてです。 

 昨今の物価上昇が家計を圧迫していること、また、子育て支援に重点を置いた施

策について今後とも力を入れていきたいとの思い、そして、去る２月５日付けで全

議員の連名と、住民の皆さんの署名による要望書をいただき、熟慮を重ね、令和６年

度以降、児童・生徒の給食費を継続的に無償化するべく、令和６年度分について当初

予算案を上程しております。先ほど、保育料と副食費の無償化でも述べました通り、

財政状況は脆弱でありますので、今後も行財政改革を推進し本事業を継続していく

所存でございます。 

 

以上、今後のまちづくりに関する私の所信を申し述べさせていただきました。何

かと課題は多いですけれども、議員各位、並びに町民の皆様とともに力を合わせて

より良いみやこ町にしたいと考えております。引き続き、ご指導、ご鞭撻のほどよろ

しくお願いします。尚、本議会には、令和６年度当初予算をはじめ５４件の案件を提

出しております。いずれの案件も町政運営上、重要なものでありますので、慎重にご

審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 


